
議
員
提
出
第
四
十
四
号
議
案

医
療
に
関
わ
る
事
業
税
非
課
税
措
置
等
の
存
続
を
求
め
る
意
見
書

政
府
税
制
調
査
会
に
お
い
て
、
医
療
に
関
わ
る
事
業
税
非
課
税
措
置
等
（
社
会
保
険
診
療
報
酬
に
関
わ
る

事
業
税
非
課
税
措
置
及
び
医
療
法
人
の
自
由
診
療
分
に
対
す
る
事
業
税
軽
減
税
率
）
の
見
直
し
が
議
論
さ
れ

て
い
る
。

し
か
し
、
社
会
保
険
診
療
は
、
①
公
共
性
、
②
非
営
利
性
（
医
療
法
第
七
条
第
五
項
及
び
第
五
十
四
条
）

と
い
う
特
徴
を
有
し
、
営
利
事
業
と
し
て
事
業
税
を
課
す
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
こ
と
を
否
定
す
る
こ
と
に
な

る
。ま

た
、
公
定
価
格
と
し
て
の
社
会
保
険
診
療
報
酬
は
、
医
療
の
公
共
性
を
有
す
る
性
格
か
ら
極
め
て
低
廉

な
価
格
に
設
定
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
医
療
に
関
わ
る
事
業
税
非
課
税
措
置
等
を
見
直
す
こ
と
は
、

医
療
機
関
の
経
営
基
盤
を
危
う
く
し
、
地
域
医
療
確
保
の
さ
ら
な
る
後
退
、
あ
る
い
は
崩
壊
を
招
く
こ
と
に

な
り
か
ね
な
い
。

さ
ら
に
、
医
師
は
、
全
国
の
自
治
体
が
行
う
べ
き
公
共
性
の
高
い
数
々
の
地
域
保
健
サ
ー
ビ
ス
（
休
日
救

急
医
療
、
学
校
保
健
、
予
防
接
種
、
住
民
検
診
等
の
地
域
医
療
活
動
）
を
代
行
し
、
そ
の
他
行
政
サ
ー
ビ
ス

（
防
災
会
議
、
地
域
市
民
活
動
支
援
、
親
子
支
援
事
業
等
）
に
協
力
す
る
な
ど
、
自
治
体
の
活
動
を
支
え
て

い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
医
師
の
診
療
活
動
は
公
共
性
・
非
営
利
性
が
極
め
て
高
く
、
自
治
体
の
サ
ー
ビ
ス
に
対
し

て
も
不
可
欠
な
協
力
を
も
行
っ
て
い
る
。

よ
っ
て
、
国
会
及
び
政
府
に
お
か
れ
て
は
、
社
会
保
険
診
療
報
酬
に
関
わ
る
事
業
税
非
課
税
措
置
及
び
医

療
法
人
の
自
由
診
療
分
に
対
す
る
事
業
税
軽
減
税
率
を
存
続
す
る
よ
う
要
望
す
る
。

右
、
地
方
自
治
法
第
九
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
。
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